
 

 
 

 

さいたま市パートナーシップ宣誓制度 

利用の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

さいたま市パートナーシップ宣誓制度とは 

お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を

行うことを約束した２人の方が、お互いの関係は「パートナーシップ」である旨

を宣誓した宣誓書を提出し、さいたま市が、性自認や性的指向に係る性的

マイノリティの自由な意思を尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付す

る制度です。 
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さいたま市男女共同参画推進センター 

（愛称：パートナーシップさいたま） 

◆住 所 〒３３０－０８５４ 

さいたま市大宮区桜木町１－１０－１８ 

シーノ大宮センタープラザ３階 

◆電 話 ０４８－６４３－５８１６ 

◆ＦＡＸ  ０４８－６４３－５８０１ 

◆メール danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp 
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１ パートナーシップ宣誓制度の目的          

 

さいたま市は、「さいたま市総合振興計画」における「人権尊重社会の実現」

の理念に基づき、一人ひとりを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を

発揮できる社会を目指し、令和２年４月１日からパートナーシップ宣誓制度を

実施しています。 

この制度は、パートナーシップの関係にある２人の宣誓を、市が尊重し、パー

トナーシップ宣誓書受領証（以下「受領証」という。）を交付するものです。 

受領証の交付により、法律上の権利・義務（婚姻や相続、税金の控除など）は

生じませんが、２人が人生のパートナーとともに、自分らしく活躍することがで

きる、一つのきっかけになることを期待するものです。 

また、差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的マイノリティ（ＬＧ

ＢＴ等）の方への理解促進と支援に取り組んでいきます。 

 

２ 宣誓を行うことができる方            

双方又はいずれか一方が、性自認や性的指向に係る性的マイノリティであり、

かつ以下のすべての要件を満たすこと。 
（１）宣誓を行う当日に成年であること。 

（２）住所について、次のいずれかに該当すること。（同居を要件とはしない） 

●双方が本市域内に住所を有している。 

●一方が本市域内に住所を有し、他方が本市域内への転入を予定している。 

●双方が本市域内への転入を予定している。 

（３）双方に配偶者がいないこと。（事実上の婚姻関係にある者を含む。） 

（４）双方が宣誓をしようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者

がいないこと。 

（５）双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。（直系血族又は三親

等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。） 

ただし、双方が養子縁組をしている場合を除く。 

    

■直系血族…祖父母、父母、子、孫等  

■三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪  

■直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等 
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３ 宣誓の流れ                  

 

 

 

 

 

電話・ＦＡＸ・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してくだ 

さい。 

 

 

 

 

            

予約した日時に必ずパートナーの２人でお越しください。 

本人確認書類を提示の上、必要書類をご提出ください。（４㌻参照） 

「パートナーシップ宣誓書」、「さいたま市パートナーシップの宣

誓に当たっての確認書」を市職員の面前で署名していただきます。 

           宣誓後、「パートナーシップ宣誓書」の写しをお渡しします。 

            

           

 

宣誓に係る書類一式を確認後、「パートナーシップ宣誓書受領証」

「            を後日郵送で交付します。（１週間ほど期間をいただきます。） 

 

 

 

 

                      宣誓後１か月以内に、転入の事実が確認できる書類をご提出く  

ださい。（４㌻参照） 

              

 

 

 

 

宣誓日時の予約 
※宣誓日の３か月前から受付可 

受付場所：さいたま市男女共同参画推進センター 

（パートナーシップさいたま） 

受付時間：平日９時～１７時１５分 

◎余裕を持った日にちで予約してください。 

◎必要書類の取得には、時間を要する場合があります。（戸籍の取り寄せなど） 

受領証の交付 

宣  誓 

一方又は双方がさいたま市に転入予定の場合 

転入確認 

性別違和等の理由がある場合は、通称を使用することができます。 

詳しくは、４ページをご覧ください。 

◎書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。 
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４ 宣誓に必要な書類                  

 

（１）パートナーシップ宣誓書 

宣誓される日に、市職員の面前で自ら署名の上、提出してください。（自ら

署名できない場合は、代書も可能です。） 

なお、性別違和等の理由がある場合は、宣誓書において通称を使用すること

ができます。詳しくは（６）をご覧ください。 

（２）さいたま市パートナーシップの宣誓に当たっての確認書 

宣誓前に「確認事項」の欄を記入し、宣誓時に署名を行ってください。 

（３）住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

「個人番号」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの（発行から

３か月以内のもの）を１人１通ずつ提出してください。（同一世帯になってい

る場合は１通） 

（４）転入予定住所が確認できる書類（転入予定の方のみ） 

さいたま市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類（転出証明書、

賃貸借契約書の写し等）を提示してください。また、転入後、住民票の写し又

は住民票記載事項証明書を提出してください。（宣誓後１か月以内） 

（５）独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本など) 

独身証明書又は戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）を本籍地市町村から取得し、

１人１通ずつ提出してください。（発行から３か月以内のもの） 

外国籍の方は、本国官憲（在日本大使館等）の発行する婚姻要件具備証明書

又は独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳（翻訳

者の氏名を記入すること。）を添えて提出してください。 

（６）通称を使用していることが確認できる書類（通称を使用したい方のみ） 

社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用してい

ることが客観的に明らかになる資料を提示してください。 

（７）本人確認書類 

次のいずれか１点又は２点を提示してください。 

■１点の提示が必要となるもの 

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真

付き証明書等 

 ■２点の提示が必要となるもの 

健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等 

※ 上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。
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パートナーシップ宣誓書受領証 

さいたま市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基

づき、パートナーシップの宣誓をされたことを証します。 

        様         様 

年  月  日生      年  月  日生 

宣誓日     年  月  日  第  号 
さいたま市長  

５ パートナーシップ宣誓書受領証の交付               

 

宣誓時に提出された書類を審査し、書類の不備等がなければ、「パートナーシ

ップ宣誓書受領証」を宣誓者双方に交付します。 

 

 

パートナーシップ宣誓書受領証 

 

        （表面）                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆寸法 縦５４ミリメートル、横８６ミリメートル 

 

 

この受領証は、さいたま市として、お二人が互いを人生のパートナー

とし、日常生活において協力しあうことを宣誓したことを証するもので

す。この受領証の提示を受けた方は、上記の趣旨を十分にご理解くださ

いますようお願いします。 
 

戸籍上の氏名 ※通称使用の場合  

           様              様 

年  月  日生          年  月  日生 

子の氏名 

          様              様 

年   月   日生         年   月   日生 

特記事項 
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６ ファミリーシップ制度                 

 

 
 

 

 

 

 

宣誓をした方及び宣誓をしようとする方は、届け出ることにより、ファミリー

シップとして、お子様の氏名を受領証に記載することができます。 

 

●必要な書類 

（１）ファミリーシップ記載届出書 

（２）戸籍抄本（ファミリーシップに含めようとするお子様の記載があるもの） 

（３）届出者の本人確認書類 

次のいずれか１点又は２点を提示してください。 

■１点の提示が必要となるもの 

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写

真付き証明書等 

  ■２点の提示が必要となるもの 

健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等 

※ 上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。 

 

届出時に担当から、受領証へのお子様の氏名の記載にあたっての留意事項を

説明させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
パートナーシップの関係にある方が、その一方又は双

方のお子様（養子を含む。）と継続的な共同生活を行っ

ている関係のこと 

ファミリーシップとは？ 
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パートナーシップの宣誓は、主に宣誓する方に関わる事柄であるのに

対し、ファミリーシップの届出は、お子様にも関わる事項です。 

そのため、お子様がファミリーシップの関係や制度を理解できるよう、

お子様の発達段階に合わせた説明を行うとともに、お子様の意思を十分

に尊重してください。 

届出をしようとしている方へ 

 
●受領証から自身の氏名を削除するよう申し立てることができます 
「パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書」を提出することに

より、受領証から自身の氏名を削除するよう申し立てることができます。 
※１８歳未満の方は親権者の同意が必要です。（パートナーシップの関

係にある者のいずれかが親権者である場合） 
●ファミリーシップのお悩みを相談できます 
 ファミリーシップに関するお悩みについて、電話やＦＡＸ、メールで

相談できます。人権政策・男女共同参画課が相談に応じます。 
連絡先は次のとおりです。 

 
【人権政策・男女共同参画課】 
電 話  ０４８－８２９－１１３２ 

 F A X  ０４８－８２９－１９６９ 
 Email  jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp 

受領証に氏名を記載されたお子様へ 

mailto:jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp
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７ パートナーシップ宣誓書受領証の再交付               

 

受領証の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合には、再交付

を行います。 

「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」を提出してください。 

 

８ 宣誓事項等の変更                    

 

宣誓書、受領証の記載事項に変更がある場合（受領証からお子様の氏名を削除

する場合も含む）、「パートナーシップ宣誓事項等変更届」に変更内容が確認でき

る書類（住民票の写し、通称を使用していることが確認できる書類など）を添え

て提出してください。 

なお、宣誓事項等の変更に伴い、受領証の再交付を希望する場合には、「７パ

ートナーシップ宣誓書受領証の再交付」のとおり申請してください。 

 

９ パートナーシップ宣誓書受領証の返還                  

 

パートナーシップの解消や宣誓している方がお亡くなりになった時、又パー

トナーの一方又は双方が市外へ転出した時は、受領証を市に返還する必要があ

ります。 

「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」を提出してください。 

なお、パートナーシップであった証として、希望者に対して、「パートナーシ

ップ宣誓書受領証交付証明書」（９㌻参照）を交付します。 

※本市と自治体間連携を締結する自治体に転出する場合で、パートナーシッ

プの宣誓の継続を希望する方は、10 ページをご覧ください。 
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パートナーシップ宣誓書受領証交付証明書

 

◆用紙サイズ Ａ４ 
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10 連携自治体間の転出入                  

 

さいたま市でパートナーシップの宣誓をしている方が、市外へ転出する場合、

転出先自治体で改めてパートナーシップの宣誓の手続きをしていただく必要が

あります。 

しかし、さいたま市が自治体間連携の協定を締結している自治体に転出する

場合には、簡易な手続きによりパートナーシップの宣誓が継続できますので、ご

活用ください。 

 

○さいたま市が連携協定を締結している自治体 

①越谷市、草加市、春日部市、久喜市、茨城県 

手続き…さいたま市から上記のいずれかの自治体に転出する場合は、さいた

ま市に「パートナーシップ宣誓等継続届(様式第 9号)」を提出することで、転出

先の自治体でパートナーシップの宣誓を継続することができます。（さいたま市

で発行した受領証をそのまま転出先の自治体で継続利用できるわけではないの

でご注意ください。） 

なお、転出先での手続きについては、各自治体の担当部署にお問い合わせくだ

さい。 

 

・越谷市 人権・男女共同参画推進課 

電  話 ０４８-９６３-９１１９ 

ファクス ０４８-９６５-８０２８ 

 

・草加市 人権共生課 

電  話 ０４８-９２２-０８２５ 

ファクス ０４８-９２７-４９５５ 

 

・春日部市 人権共生課 人権共生担当 

電  話 ０４８-７３６-１１３０ 

ファクス ０４８-７３３-３８２５ 

 

・久喜市 人権推進課 

電  話 ０４８０-２２-１１１１（内線２３２２、２３２５） 

ファクス ０４８０-２２-３３１９ 

 

・茨城県 人権施策推進室 

電  話 ０２９-３０１-３１３５ 

ファクス ０２９-３０１-３１７９ 
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 ②埼玉県内の６２自治体（令和６年１１月１日現在） 

 

 【参加自治体】 

  さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、

本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、

草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、

桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、 

幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、

毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、 

ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、 

神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町 

 

 これら自治体間で転出入をする場合は、転出先での手続きになります。 

 詳細は、転出先の自治体にお問い合わせください。 

 ※春日部市、草加市、越谷市、久喜市とさいたま市との間での転出入に際し

ては、転出元の自治体で手続きをしてください。 

 

 ③「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」参加自治体 

令和６年１１月に、パートナーシップ制度の自治体間連携を全国規模で展開

する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しました。 

これにより、19 府県 150 市町村の計 169 自治体と連携することになり、本市

がこれまでに連携している自治体とあわせると 19府県 191 市町村の計 210 自治

体となり、大幅に拡大します。（令和６年１１月１日現在） 

※自治体間連携ネットワークに参加する自治体については、職員までお問い合

わせください。 
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11 Ｑ＆Ａ                                            

 

Ｑ１ パートナーシップ宣誓制度は、結婚とどう違うのですか？ 

Ａ１ 結婚は民法に定められた法律行為です。相続などの財産上の権利や、税金

の控除や扶養の義務など様々な権利・義務が発生します。 

   一方、さいたま市のパートナーシップ宣誓制度は、「さいたま市パートナ

ーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、２人のパートナーシップ

を市が尊重する制度であり、法的効力が発生するものではありません。 

また、宣誓により戸籍や住民票の続き柄等の記載も変わることはありませ

ん。 

 

Ｑ２ 法的効力がないのに、なぜ制度の導入をするのですか？ 

Ａ２ ２人のパートナーシップの関係を自治体として受け止める制度が大切で

あるからです。 

また、本制度の導入により、性的マイノリティに関する社会的理解が進み、

パートナーシップを家族に近い関係として扱うなど、パートナーシップが尊

重される取組が広がっていくことを期待しています。 

 

Ｑ３ パートナーと法的な関係を築くには、どのような方法がありますか？ 

Ａ３ 結婚に類似した法的関係性を築く手続きとして、公正証書により、任意後

見契約、合意契約等を結ぶ方法があります。手続きには費用が発生します。 

 詳しくは公証役場にお問い合わせください。 

 

Ｑ４ パートナーシップの「継続的な共同生活」とはどのようなことですか？ 

Ａ４ 継続的な共同生活とは、お互いに協力し合い、２人の生活において必要な

費用を分担し、支え合う生活などです。 

 

Ｑ５ パートナーシップ宣誓制度の利用に費用はかかりますか？ 

Ａ５ 制度の利用や受領証の発行に費用はかかりません。 

   ただし、宣誓の際に提出していただく必要書類の発行手数料などは、自己

負担となります。 
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Ｑ６ 宣誓書等の届出書類はどこで手に入れることができますか？ 

Ａ６ さいたま市男女共同参画推進センター及びさいたま市ホームページにて

手に入れることができます。 

 

Ｑ７ 受領証は即日発行されますか？ 

Ａ７ 即日発行ではありません。宣誓後、書類を確認の上、後日郵送にて交付い

たします。 

なお、交付までには一週間ほど期間をいただきます。 

 

Ｑ８ 外国籍の方もパートナーシップ宣誓できますか？ 

Ａ８ 外国籍の方も、市民である、または市内へ転入を予定している方であれば

宣誓は可能です。外国籍の方は、宣誓に必要な書類として、本国の大使館、

領事館が発行する婚姻要件具備証明書（３か月以内に発行されたもの）など

独身であることを確認できる書類に、日本語訳を添えてご提出ください。 

 

Ｑ９ 通称は使用できますか？ 

Ａ９ 性別違和等の理由により、通称を使用することができます。通称を使用す

る場合には、その通称を日常生活で使用していることが確認できる書類（社

員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用している

ことが客観的に明らかになる資料）を宣誓時に提示してください。交付する

受領証は、表面に通称、裏面に戸籍上の氏名が記載されたものとなります。 

 

Ｑ10 パートナーシップの宣誓をすると、どのような行政サービスを受けること

ができますか？ 

Ａ10 パートナーシップの宣誓をし、受領証の交付を受けた方は、次のような

行政サービスを受けることができます。条件等がありますので、詳細は担

当部署へ連絡してください。 

 

○市営住宅及び市民住宅の申込み 

住宅政策課  

電話番号：048-829-1521・1522  ファックス：048-829-1982 

 

○さいたま市営樹林型合葬式墓地利用者の申込み 

思い出の里市営霊園事務所  

電話番号：048-686-3499  ファックス：048-688-4055 
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○さいたま市犯罪被害者等支援事業 

    市民生活安全課 

  電話番号：048-829-1217  ファックス：048-829-1969 

 

○さいたま市の税証明交付請求時における委任状の添付又は提示の省略 

税制課  

電話番号：048-829-1160  ファックス：048-829-1986 

 

○さいたま市職員の休暇制度（パートナーの親族等の育児や介護等に係る休

暇） 

職員課 

電話番号：048-829-1096  ファックス：048-829-1998 

 

○さいたま市職員互助会における給付（結婚祝金給付の対象） 

職員課 

電話番号：048-829-1096  ファックス：048-829-1998 

 

Ｑ11 ファミリーシップについて、子どもへの説明はどのようにするのですか？ 

Ａ11 こども基本法の理念から、子どもには自分に関する事柄について説明を

受け、意見を表明する等の権利があります。そのため、お子さんの年齢に応

じて、お子さんを含めてファミリーであること等をお伝えください。また、

お子さんの気持ちも受け止めていただくようお願いします。 

 

Ｑ12 平日は仕事があり、二人で来所することは難しいのですが？ 

Ａ12 相談に応じますので、次ページの「問い合わせ先」にご相談ください。 
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問い合わせ先 

◆さいたま市パートナーシップ宣誓制度全般のこと 

さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 

電 話 ０４８－８２９－１１３２ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９６９ 

メール jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp 
 

◆さいたま市パートナーシップ宣誓制度の利用相談に関すること 

さいたま市男女共同参画推進センター（愛称：パートナーシップさいたま） 

電 話 ０４８－６４３－５８１６ ＦＡＸ ０４８－６４３－５８０１ 

メール danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp 

mailto:jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp
mailto:danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp

